
交通事故死傷者数のうち自転車事故死傷者数が約２割で、2018 年より増加傾向にある。 

・７割以上の方が、主に頭部を負傷されて亡くなっています。 

・ヘルメット非着用者の致死率は、着用者の 2.2 倍となっています。 

・2022 年中の自転車死者の 20 名全員がヘルメット非着用でした。 

自転車事故で一命を取り留めても、頭部外傷による「高次脳機能障害」となる場合

があります。事故に遭う前の生活に戻ることが困難となり、様々な支障を生じなが

らの生活を送ることになります。 

〇本県における自転車交通事故状況等について 

 

● 交通事故死傷者数の自転車に係る割合 

 
 
 
 
 
 
 

● 過去５年間（2018 年～2022 年）の自転車死者 128 人の分析結果(※) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

致死率は、死傷者数に占める死者数の割合 
(※)愛知県警察ヘルメット着用啓発チラシより 
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 知っていますか？  新しい自転車安全利用五則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【該当規定】改正後の道路交通法第 63 条の 11 

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 

 

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメット

をかぶらせるよう努めなければならない。 

 

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該

児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 

自転車に乗るときは  

是非かぶってくださいね！  

1. 車道が原則、左側を通行 

歩道は例外、歩行者を優先 

2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

3. 夜間はライトを点灯 

4. 飲酒運転は禁止 

5. ヘルメットを着用 

愛知県の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」では、令和 3 年 10 月 1 日より自転車を利用する

すべての方の自転車乗車用ヘルメットの着用を努力義務としています。 

自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に 

重要なものを取り上げていますが、令和 4 年 11 月 1 日から「全年齢でヘル

メット着用」を内容とする新しい自転車安全利用五則（令和 4 年 11 月 1 日

中央交通安全対策会議交通対策本部決定）となりました。 

知っていますか？  全年齢のヘルメット着用が努力義務 

（改正道路交通法 令和 5 年 4 月 1 日施行） 






